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第3節 効果的で適正な実施に向けた取組

（１）開発協力の実施体制の強化

 日本政府は、限られた予算の中で最大限の効果が得
られるよう、効果的・効率的な開発協力の推進に努め
ています。そのため、政府・実施機関の一体性および
様々な関係主体との連携強化に努めること、PDCAサ

イクル（案件形成（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、
フォローアップ活動（Act））の強化に努めること、さら
には、日本の持つ強みを活かした協力を行うこと等に
努めています。

1.	効果的・効率的な開発協力の実施

 外務省の国際協力局は、ODAを含む開発協力にか
かわる政策を総合的に企画・立案するとともに、政府
全体の政策を調整する中心的な役割を担っています。
有償資金協力、無償資金協力、技術協力の3つの援助
手法を一体的に活用した支援や、二国間協力と多国間
協力（国際機関を通じた協力）の連携を図り、効果的な
ODAの実施に取り組んでいます。また、関係府省庁の
間で情報の共有や意見交換を行うとともに、関係府省
庁の知識と経験を政策に反映しています。関係府省庁

間の連携強化の取組の一つとして、経協インフラ戦略
会議があります。これは、海外経済協力に関する重要
事項を審議し、戦略的・効率的な実施を図るため、内閣
官房長官の下に置かれた会議で、副総理兼財務大臣、
総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等が
メンバーとなっています。開発協力の効果的・効率的
推進のため、様々なテーマについて議論を行い、政府
一体となった開発協力の推進に努めています。

ア．政府の体制

 日本の長年にわたるODAは、開発途上国の開発、成長に様々な形で貢献してきただけではありません。日本と
開発途上国との間の友情と信頼の確かな絆

きずな
を築くとともに、日本の国際社会における地位の向上に、ひいては日

本自身の平和と繁栄をより確かなものとすることに大いに役立ってきました。しかし、課題や困難に直面したこ
ともありました。ODA事業に際して、不正が行われたり、不測の事態によって十分な援助効果が上げられない、
遅れが生じたりといったこともあります。また、環境や地元コミュニティに予期せぬ影響が出たり、累積債務問
題が生じたりしたこともあります。さらに、日本の顔が見えにくい、援助目的が達成されていないといったご意
見をいただくこともあります。
 日本政府としては、こうした経験を一つひとつ無駄にせず、将来への教訓とすべく、評価の仕組みを整え、透明
性の向上に努め、市民社会を含む幅広い関係者の方々との対話を行うといった努力を続けてきました。そうして、
日本のODAが、効果的で無駄のない方法で、開発途上国の人々に真の豊かさをもたらすよう、しっかりとした環
境社会配慮の基準や、不正を防ぐ仕組み、受け入れ国側との丁寧な対話と調整、また、きめ細かい事業の維持管理
やフォローアップのプロセスを整えてきました。今後ともより効果的で適正な開発協力の実施に向けて、このよ
うな努力を不断に続けていくことが求められています。

 外務省は、年度ごとの国際協力重点方針等、各種政
策を速やかにODAの実施に活かすことができるよう、
実施機関であるJICAとの連携を図っています。
 2008年10月には、技術協力の実施と無償資金協力
の実施促進を担ってきたJICAと、円借款など有償資
金協力の実施を担当していた国際協力銀行（JBIC）の

海外経済協力部門が統合され、新JICAが誕生しまし
た。外務省が実施してきた無償資金協力の実施業務の
一部もJICAに移され、JICAは技術協力、有償資金協
力、無償資金協力という3つの援助手法を一元的に実
施する総合的なODAの実施機関となりました。

イ．政府と実施機関の連携
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■
用
語
解
説

貧困削減戦略文書
（PRSP：Poverty Reduction Strategy Paper）

世界銀行・国際通貨基金（IMF）により、1999年に導入された、重債
務貧困国（巨額の借金を抱えている貧困国）が、債務削減を受けるた
めの条件となる文書。債務削減によって返済せずに済んだ資金を、
貧困削減の対応策に支出するために、教育、保健、食料安全保障など
の分野で、3か年ごとに目標を設定する経済社会開発のための実行
計画書。文書は開発途上国政府のオーナーシップ（主体的な取組）の
下、援助国やNGO、研究機関、民間部門の代表などの意見も取り入
れて作成される。

援助協調
援助の効果を増大させるために、複数のドナーが情報共有を行い、
援助の戦略策定やプロジェクト計画・実施などにおいて協力を行うこ
と。従来の援助協調は、案件ごとのドナー間の連携・調整に重点が置
かれていたが、近年は、被援助国の開発政策に沿って、ドナーが共通
の戦略や手続きで支援を行う総合的な援助協調が、サブサハラ・アフ
リカを中心に、世界各国で進められるようになっている。

 開発途上国政府との政策の協議を強化するため、原
則としてすべてのODA対象国について、在外公館（海
外の日本大使館）やJICAの現地事務所などで構成され
る「現地ODAタスクフォース」を設置しています。〈注1〉

タスクフォースは、開発途上国の援助需要を把握した
上で、国別援助方針や事業展開計画などのODA政策
を決めるプロセスにも参加します。また、開発途上国
政府との政策に関する協議を行います。さらに、他の
援助国や国際機関と連携しながら、援助手法の面での

連携や見直しに関する提言を行い、援助対象となる候
補案件の検討・選定などを行っています。
 また、貧困削減戦略文書（PRSP）＊の策定や見直しの
動きなどに合わせて、開発途上国における援助協調＊

が各地で本格化している状況に対応し、日本は2006
年度から一部の在外公館に経済協力調整員を配置し、
援助協調にかかわる情報の収集・調査を行っているほ
か、他国に対し、日本の政策に関する情報を発信した
り、提言を現場にて行ったりする体制をとっています。

ウ．在外機能の強化

注1 	JICAが本部で所管する一部の国を除く。

（２）戦略性の強化のための取組
 戦略性の強化のためには、PDCAサイクルの強化に
努めるとともに、そのそれぞれの段階において、戦略
性の強化のための意識を持つことが重要です。政策立
案に際しては、開発協力が外交政策の最も重要な手段
の一つであることを十分に認識しつつ、開発途上国を
はじめとする国際社会の状況、開発途上国自身の開発
政策や開発計画および支援対象となる国や課題の日本
にとっての戦略的重要性を十分踏まえた開発協力方針
の策定・目標設定を行っています。開発協力の実施に

おいては、ODAとODA以外の資金・協力との連携強
化や、技術協力、有償資金協力、無償資金協力を有機的
に組み合わせること、諸制度の改善、柔軟な運用の努
力等に努めています。さらに、協力の効果・効率性の向
上に加え、国民への説明責任を果たす観点からも、政
策や事業レベルでの評価をしっかりと行い、評価結果
を政策決定過程や事業実施に適切にフィードバックす
る努力を行っています。

 より効果的な開発支援を実行するため、開発途上国
と密接に政策協議を行い、互いの認識や理解を共有す
る取組を進めています。日本は、その国の主体的取組
を通じた発展を促す支援をするという観点からODA
を実施しており、開発途上国からの要請を重視する一

方、要請を受ける前の段階で相手国の政府関係者と政
策協議を実施することで、相手国の開発政策や援助の
需要を十分に理解し、日本のODA政策との協調を図っ
ています。

ア．開発途上国との協議
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 プログラム・アプローチとは、被援助国との協議等
を通じて特定の開発課題の解決に向けた目標（プログ
ラム目標）を設定した上で、その目標達成に必要な具
体的なODA案件（プロジェクト）を導き出していくア
プローチのことです。
 たとえば、特定地域の妊産婦死亡率を減らすという

「目標」のために、無償資金協力による病院の建設や、
技術協力による助産師の育成といった「具体的なプロ
ジェクト」を導き出すケースが考えられます。現在、試
験的な取組を進めており、その経験と成果を活かして、
プログラム・アプローチの強化に取り組んでいきます。

 「国別援助方針」は、被援助国の政治・経済・社会情勢
を踏まえ、相手国の開発計画、開発上の課題等を総合
的に考え合わせて策定する日本の援助方針です。その
国への援助の意義や基本方針・重点分野等を簡潔にま

とめ、「選択と集中」による開発協力の方向性の明確化
を図っています。原則としてすべてのODA対象国に
ついて策定することとしており、2015年11月時点で
110か国の援助方針を策定しました。

イ．プログラム・アプローチ

ウ．国別援助方針

 ODA事業の妥当性を確認するとともに、ODAの質
と透明性の向上を図ることを目的に、関係分野に知識・
経験を有する独立した委員と意見交換を行う開発協力
適正会議を開催しています。2011年から開催されて
いる開発協力適正会議は、PDCAサイクルの中核とし
ての役割を果たしています。この会議は、無償資金協
力、有償資金協力および技術協力の新規案件形成のた

めの調査実施に先立ち、ODA関連分野に知見を有す
る外部有識者と外務省・JICAの担当部署との間で調査
内容などについて意見交換を行い、過去の経験や外部
有識者の視点を新規案件に反映することを通じて、
ODA事業のより一層の効果的な実施と透明性の向上
を図ることを目的としています。

エ．開発協力適正会議

 これまで日本は、ODA事業の透明性向上を徹底し、
その説明責任の向上を図るため、①PDCAサイクル（案
件形成（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、フォロー
アップ活動（Act））の強化、②プログラム・アプローチ
の強化、③「見える化」の徹底を進めてきました。
 PDCAサイクルの強化については、①すべての被援
助国における国別援助方針の策定、②開発協力適正会
議の開催、③個別案件ごとの指標の設定、④評価体制
の強化といった取組を進めています。
 2013年4月には、ODA事業の透明性向上と継続的
改善を目的として、「戦略的・効果的な援助の実施に向
けて（第3版）」を公表しました。ここでは、PDCAサイ
クル強化のため、無償資金協力についての体系的な数
値目標の導入（これにより個別プロジェクトごとに合
理的な目標設定が可能になる）や、貧困削減戦略支援
無償へのPDCAサイクルの導入、事業評価への4段階
評価の導入等を発表しました。このうち、体系的な数
値目標の導入については、2014年6月に開催された
第11回行政改革推進会議において有識者からPDCA
サイクルを強化した改善事例として評価されました。

 同年6月に実施された「春の行政事業レビュー」で
は、草の根技術協力事業について公開の議論が行われ、
その指摘を踏まえ、第三者による包括的な評価を行い、
同事業の制度の妥当性・有効性・効率性等の検証を行い
ました。また、その検証結果に基づき、同事業の制度改
善を行いました。

オ．評価の充実

Act Plan

DoCheck

フォローアップ
フィードバック
（案件の改善と将来の
案件形成・選定への反映）

事後評価
終了報告書、事後評価
による検証と確認

事業実施前に
計画の調査・評価

計画選定

実施
中間報告書による案件
の進み具合、目標達成
見込み等を検証

PDCAサイクル
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 さらに、2014年11月に実施された「秋の行政事業
レビュー」では「国際機関への拠出金等に関するPDCA
サイクルの在り方」について公開の議論が行われ、そ
の指摘を踏まえ、国際機関等に対する拠出に係る評価
を行い、外務省ホームページに2015年8月21日付で
評価結果を公表しました。
 より効果的・効率的なODAを行うためには、開発協
力の実施状況やその効果を的確に把握し、改善してい
くことが必要です。そのため外務省を含む関係府省庁
やJICAは、PDCAサイクルの一環としてODA評価を
行っています。ODA評価の結果から得られた提言や
教訓は、将来の計画や、実施過程に活かしていくため、
関係する部局をはじめ、開発途上国の政府にも伝えて
います。また、評価結果をホームページなどで広く公
表することで、ODAがどのように使われ、どのような
効果があったのかについて説明責任（アカウンタビリ
ティー）を果たす役割も持っています。
 現在外務省では、ODA評価として、主に政策レベル
の評価（国別評価、重点課題別評価など）を行っていま
す。外務省が実施するODA評価は、開発援助委員会
（D

ダ ッ ク
AC）の評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパ

クト（長期的効果）、自立発展性）を踏まえて、政策の妥
当性、結果の有効性、プロセスの適切性の3つの評価
項目について開発の視点から評価し、その客観性・透
明性を確保するため、第三者による評価を行っていま

す。
 また、2011年からのODA評価においては、開発の
視点に加えて、外交の視点からの評価を行っています。
 一方、JICAは技術協力、有償資金協力、無償資金協
力それぞれのプロジェクトについての評価やテーマ別
の評価を実施しています。各プロジェクトの事前の段
階から、実施の段階を経て、事後まで一貫したモニタ
リング・評価を行うとともに、これら3つの援助手法に
整合性のある評価の仕組みを確立しています。なお、
これらの評価はDAC評価5項目に基づいて行われ、
一定金額以上の案件については、外部評価者による事
後評価を実施しています。また、事業の効果を定量的
に把握することは重要であり、インパクト評価〈注2〉の
強化にも取り組んでいます。
 こうしたODA評価の結果から得られた提言や教訓
については、対応を検討して、ODAの政策・実施へ反
映させています。
 これら以外にも、「行政機関が行う政策の評価に関
する法律」（いわゆる「政策評価法」）に基づいて、外務
省では経済協力政策の全般に関する政策評価や一定の
金額を超える案件の事前評価、5年間着手されなかっ
た案件（未着手案件）、または10年経っても貸付が終
わっていない案件（未了案件）＊の事後評価も行ってい
ます。

注2 	開発事業の効果を､ 統計学や計量経済学の手法を用いて検証する方法。

■
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未着手・未了案件
「5年未着手案件」とは、案件の実施が決定した後、5年を経過した時点においても貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始さ
れていないなどの案件。「10年未了案件」とは、案件実施決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指す。


